
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

規

則

奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一

一

部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
則
を
廃

六

止
す
る
規
則告

示

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
届

六

右

同

七

目

次

ペ
ー
ジ

土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
否
決
定

七

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関

七

す
る
公
告

右

同

七

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

八

右

同

九

規

則

奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号

奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

以
下

省
令

と
い
う
。

を
削
り
、

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
下
に

法
第

七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

を
加
え
、

生
産
方
式
改
善
資
金
、
特
定
地
域
新
部
門
導
入
資
金
、

経
営
規
模
拡
大
資
金
、
農
家
生
活
改
善
資
金
及
び
青
年
農
業
者
等
育
成
確
保
資
金

を

農
業
改
良
資

金

に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
）

第
二
条

前
条
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
農
業
者
等
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
償
還
期
間
、
据
置
期
間
等
）

第
三
条

償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
十
年
以
内
（
法
第
五
条
第
一
項
の
特

定
地
域
資
金
（
以
下

特
定
地
域
資
金

と
い
う
。
）
及
び
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
第
一
項
の
資
金
に
あ
つ
て

は
、
十
二
年
以
内
）
と
す
る
。

据
置
期
間
は
、
三
年
以
内
（
特
定
地
域
資
金
に
あ
つ
て
は
、
五
年
以
内
）
と
す
る
。

一
農
業
者
等
ご
と
の
貸
付
金
の
限
度
額
は
、
農
業
者
に
あ
つ
て
は
千
八
百
万
円
、
農
業
者
の
組
織

す
る
団
体
に
あ
つ
て
は
五
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
者
等
の
う
ち
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進

法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
業
経
営
改
善
計
画
（
酪

農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二
条
の
五

に
規
定
す
る
経
営
改
善
計
画
及
び
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
果
樹
園
経
営
計
画
を
含
む
。
）
の
認
定
を
受
け
た
も
の
以
外
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
農
業
改
良
措
置
の
導
入
に
必
要
な
経
費
の
額
の
八
割
に
相
当
す
る
額
又
は
千
八
百
万
円

（
農
業
者
の
組
織
す
る
団
体
に
あ
つ
て
は
、
五
千
万
円
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

す
る
者

を

す
る
農
業
者
等

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

農
業
改
良
資
金
貸
付
申
請
書

を

借
入
申
込
書

に
、

事
業
計
画
書
（
第

二
号
様
式
）
及
び
当
該
貸
付
申
請
者
が
農
業
者
の
組
織
す
る
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
団
体
の
概

要
に
関
す
る
調
書
（
第
二
号
様
式
の
二
）

を

別
に
知
事
が
定
め
る
関
係
書
類

に
改
め
、

正
副

二
通
を

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

奈
良
県
農
業
協
同
組
合
は
、

の
下
に

貸
付
申
請
者
か
ら

を
加
え
、

農
業
改
良
資
金
貸
付
申
請
書
等
（
以
下

貸
付
申
請
書
等

と
い
う
。
）

を

借
入
申

込
書
等

に
改
め
、

経
営
規
模
拡
大
資
金
以
外
の
資
金
に
係
る
貸
付
申
請
書
等
に
あ
つ
て
は

を
削

り
、

住
所
地
等

を

住
所
地
又
は
所
在
地
（
以
下

住
所
地
等

と
い
う
。
）

に
改
め
、

、

経
営
規
模
拡
大
資
金
に
係
る
貸
付
申
請
書
等
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
貸
付
申
請
者
の
住
所
地
等
を
そ
の
区

域
内
に
含
む
農
業
委
員
会
に

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

貸
付
申
請
書
等

を

借
入
申
込
書
等

に
、

当
該
管
轄
区
域
の

を

農
業
改
良
措
置
及
び

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。



郵
便
番
号

住
  　

所

電
話
番
号

（
　
　
　
　
）

 ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ ﾅ

氏
  　

名
印

生
年
月
日

［
 法
人
等
の
場
合
は
、
名
称
及
び
代
表
者
名
 ］

今
回
借
入

資
金
必
要

申
込
金
額

年
　
月

   年
   月

(千
円
)
 

申
込
者

と
の
関
係

払
  込
  期
 日

年
　
回
払
い

  月
   日

住
所

職
業
又
は
営
業
内
容

（
年
収
又
は
年
商
）

氏
名
又
は
法
人
名

（
          百

万
円
）

（
          百

万
円
）

（
          百

万
円
）

（
          百

万
円
）

      年
      月

     日
（
    歳

）

      年
      月

     日
（
    歳

）

      年
      月

     日
（
    歳

）

〔
　
　
　
　
　
年
　
  　
月
　
  　
日
生
(　
　
　
歳
)〕

職
業
又
は
営
業
内
容

（
年
収
又
は
年
商
）

資
　
　
金
　
　
名

農
業
改
良
資
金

  年
   月

ま
で

う
ち
据
置
期
間

氏
名
又
は
法
人
名

連帯債務者

償
　
還
　
期
　
間

住
所

電
話
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

電
話
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

電
話
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

電
話
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

      年
      月

     日
（
    歳

）

申
込
者

と
の
関
係

連　帯　保　証　人 第
1号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

　

借
　
入
　
申
　
込
　
書

平
成
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

奈
良
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

第
六
条
第
一
項
中

貸
付
申
請
書
等

を

借
入
申
込
書
等

に
、

又
は
同
条
第
四
項
の
農
業
委

員
会
の
意
見
を
参
考
と
し
て
法
第
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を

を
参
考
と
し
て
そ
の
内

容

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

（
第
四
号
様
式
）

を

（
第
二
号
様
式
）

に
、

住
所
地
又
は

所
在
地
（
以
下

住
所
地
等

と
い
う
。
）

を

住
所
地
等

に
改
め
、

市
町
村
長
及
び

を
削

り
、

（
経
営
規
模
拡
大
資
金
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
、
農
林
振
興
事
務
所
長
及
び
農
業
委
員
会
会

長
）
並
び
に
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た

を

及
び

に
改
め
、

、
農

業
改
良
資
金
貸
付
決
定
連
絡
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り

を
削
り
、

（
経
営
規
模
拡
大
資
金
に
あ

つ
て
は
、
農
林
振
興
事
務
所
長
及
び
農
業
委
員
会
会
長
）

を

並
び
に
奈
良
県
農
業
協
同
組
合

に

改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

者

を

貸
付
申
請
者

に
、

（
第
六
号
様
式
）

を

（
第
三
号
様
式
）

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

二
月
以
内

を

、
原
則
と
し
て
二
月
以
内
に
、

に
改
め
る
。

第
八
条
中

（
第
七
号
様
式
）

を

（
第
四
号
様
式
）

に
改
め
、

正
副
二
通
を

を
削
る
。

第
九
条
第
二
項
中

（
第
八
号
様
式
）

を

（
第
五
号
様
式
）

に
、

（
経
営
規
模
拡
大
資
金

に
あ
つ
て
は
、
農
林
振
興
事
務
所
長
及
び
農
業
委
員
会
会
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
農
業
改
良
資
金
支
払

猶
予
決
定
連
絡
書
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り

を

及
び
奈
良
県
農
業
協
同
組
合
に

に
改
め
、

及

び
そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長

の
下
に

並
び
に
奈
良
県
農
業
協
同
組
合

を
加
え
る
。

第
十
条
中

第
十
九
条

を

第
十
三
条

に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報
第

式
様
号

第
）
係

関
条



第２号様式（第６条関係）

農業改良資金貸付決定通知書農業改良資金貸付決定通知書農業改良資金貸付決定通知書農業改良資金貸付決定通知書

農林振興事務所貸付方法 財 源 地 方
連帯保証人

コ－ド コ－ド コ－ドコ－ド

連帯債務者

取扱融資機関
種類名 コード

取扱融資機関名

種目名

さきに申請された農業改良資金の
資 金 種 類 種 目 貸付決定番号

貸付については右のとおり決定し

ます。

年 月 日

貸 付 金 額
奈良県知事名

様
＊償還計画を別途作成添付

千円

第
二
号
様
式
の
二
を
削
り
、
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

第 号様式（第 条関係）



第
３
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

農
業
改
良
資
金
借
用
証
書

農
業
改
良
資
金
借
用
証
書

農
業
改
良
資
金
借
用
証
書

農
業
改
良
資
金
借
用
証
書

収
入
印
紙

は
り
付
け
欄

貸
付
決
定
日

年
月

日

１
借
受
条
件
等

貸
付
決
定
番
号

借
用
金
額

資
金
の
種
類

資
金
の
使
途

利
率

無
利
子

法
定
最
終
償
還
期
日

支
払
場
所

備
考

元
金
は
、

年
月

日
ま
で
を
据
え
置
き
、

年
月

日
を
初
回
と
し
金

円
、
以
後

年
月

日
を
最
終
日
と
し
て
、
毎
年

月
日
金

円
を
償
還
す
る
。

２
償
還
計
画回
数

償
還
期
日

償
還
金
額

残
高

備
考

１
年

月
日

円
円

２３４５６７８９１０
１
１

１
２

上
記
の
と
お
り
正
に
借
用
し
、
金
員
を
受
領
い
た
し
ま
し
た
。
つ
い
て
は
、
奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付

規
則
、
上
記
の
条
件
及
び
裏
面
の
特
約
条
項
を
か
た
く
守
り
、
相
違
な
く
返
済
し
ま
す
。

年
月

日

奈
良
県
知
事

殿

債
務
者

住
所

氏
名

印

連
帯
債
務
者

住
所

氏
名

印

連
帯
保
証
人

住
所

氏
名

印

農
業
改
良
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
３
号
様
式
裏
面
）

（
一
時
償
還
）

第
１
条

農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
奈
良
県
知
事
（
以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
、
一
時
償
還
の
請
求
を
し
た
場
合
に

は
、
償
還
期
限
（
分
割
支
払
の
場
合
の
各
期
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
債
務

の
全
部
又
は
一
部
を
弁
済
す
る
。

（
１
）
乙
が
こ
の
借
受
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。

（
２
）
乙
が
償
還
金
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
。

（
３
）
乙
が
借
受
金
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
し
な
い
と
き
。

（
４
）
乙
が
こ
の
資
金
の
借
入
れ
に
際
し
、
又
は
そ
の
借
入
後
こ
の
借
入
金
債
務
の
全
部
を
弁
済
す
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
て
虚
偽
の
申
出
又
は
報
告
を
し
、
若
し
く
は
故
意
に
必
要
な
事
実
の

報
告
を
怠
っ
た
と
き
。

（
５
）
乙
に
つ
き
仮
差
押
え
、
差
押
え
の
申
請
若
し
く
は
競
売
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
又
は
破
産
、
民

事
再
生
手
続
開
始
、
会
社
整
理
開
始
若
し
く
は
会
社
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。

（
６
）
乙
が
支
払
い
を
停
止
し
、
若
し
く
は
手
形
交
換
所
よ
り
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
と
き
又
は
清
算

に
入
っ
た
と
き
。

（
７
）
乙
が
租
税
公
課
を
滞
納
し
て
督
促
又
は
保
全
差
押
え
を
受
け
た
と
き
。

（
８
）
乙
が
甲
に
数
個
の
債
務
を
負
う
場
合
に
お
い
て
､そ
の
一
つ
で
も
期
限
に
弁
済
し
な
か
っ
た
と
き
｡

（
９
）
こ
の
借
入
金
に
よ
り
改
良
、
造
成
、
復
旧
又
は
取
得
を
さ
れ
た
施
設
（
土
地
を
含
む
。
）
が
他
に

譲
渡
若
し
く
は
転
用
を
さ
れ
た
と
き
又
は
公
用
収
用
さ
れ
た
と
き
。

（
10）

乙
が
県
貸
付
規
則
及
び
こ
の
契
約
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
。

（
11）

そ
の
他
甲
が
債
権
保
全
上
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
繰
上
償
還
）

第
２
条

乙
は
、
償
還
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
借
入
金
の
全
部
又
は
一
部
を
繰
上
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
３
条

乙
は
、
事
業
完
了
後
30日

以
内
に
甲
に
対
し
事
業
実
施
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
共
同
で
借
り
受
け
た
場
合
に
は
、
事
業
実
施
報
告
書
に
個
人
別
内
訳
を
明
記
し
、
各
人
の
確
認
印

を
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は
、
こ
の
資
金
の
対
象
事
業
の
遂
行
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
又
は
対
象
事
業
を
変
更
、
中
止
若
し
く

は
廃
止
を
す
る
場
合
は
、
甲
に
速
や
か
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
に
従
う
。

３
乙
は
、
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
経
営
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
遅
滞
な
く
甲
に
報
告
す
る
。

４
乙
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
甲
に
報
告
す
る
。

（
１
）
乙
の
住
所
、
氏
名
等
に
異
動
を
生
じ
、
又
は
乙
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
(以
下
「
丙
」
と
い
う
｡)

に
死
亡
、
解
散
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合

（
２
）
丙
の
資
産
若
し
く
は
事
業
の
状
況
に
著
し
い
変
動
を
生
じ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

（
３
）
そ
の
他
甲
が
指
示
す
る
場
合

（
調
査
）

第
４
条

乙
は
、
甲
の
職
員
そ
の
他
甲
の
委
託
を
受
け
た
者
が
、
乙
の
事
業
の
状
況
、
書
類
、
帳
簿
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
こ
れ
に
必
要
な
便
益
を
提
供
す
る
。

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第
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係

関
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（
弁
済
充
当
の
指
定
権
）

第
５
条

乙
及
び
丙
は
、
こ
の
借
入
金
債
務
の
弁
済
と
し
て
数
個
の
給
付
を
な
す
べ
き
場
合
又
は
甲
か
ら
の

借
入
金
債
務
が
他
に
も
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
債
務
の
全
部
を
消
滅
さ
せ
る
に
足
り
な
い
弁
済
が
な
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
弁
済
金
が
い
ず
れ
の
債
務
に
充
当
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
甲
に
指
定
権
が
あ
る
こ
と

を
承
認
す
る
。

（
違
約
金
）

第
６
条

乙
は
、
支
払
期
日
に
償
還
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
又
は
甲
の
指
定
す
る
支
払
期
日
に
第
１
条

の
規
定
に
よ
り
一
時
償
還
す
べ
き
金
額
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
延
滞
金
額
に
つ
き
年
12.25パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
っ
て
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
当
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
に
係

る
違
約
金
を
甲
に
支
払
う
。

２
乙
は
、
農
業
改
良
資
金
助
成
法
第
10条

の
規
定
に
よ
る
支
払
の
猶
予
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

支
払
期
日
を
過
ぎ
て
猶
予
し
な
い
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
に

係
る
違
約
金
を
支
払
う
。

３
乙
は
、
第
１
条
の
（
１
)､（

３
)､（

４
）
及
び
（
10）

に
該
当
し
た
こ
と
（
故
意
の
場
合
に
限
る
｡）

を
理
由
と
し
て
甲
か
ら
一
時
償
還
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
貸
付
金
の
貸
付
け
の
日

か
ら
一
時
償
還
金
の
支
払
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
当
該
請
求
に
係
る
貸
付
金
の
額
に
つ
き
年
12.25パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
一
時
償
還
の
請
求
に
係
る
違
約
金
を
併
せ
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
連
帯
保
証
人
）

第
７
条

丙
は
、
こ
の
契
約
か
ら
生
ず
る
一
切
の
債
務
に
つ
き
乙
と
連
帯
し
、
乙
と
丙
間
の
間
の
契
約
の
い

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
履
行
の
責
め
を
負
う
。

２
乙
は
、
甲
が
連
帯
保
証
人
の
追
加
を
必
要
と
認
め
て
請
求
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
こ
れ
に
応
ず
る
。

３
甲
は
連
帯
保
証
人
の
変
更
に
関
し
、
乙
か
ら
請
求
が
あ
り
、
甲
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
を
変
更

す
る
。

（
法
定
代
位
者
の
変
動
）

第
８
条

乙
及
び
丙
は
、
甲
が
他
の
連
帯
債
務
者
又
は
連
帯
保
証
人
に
つ
き
免
除
又
は
交
替
を
行
っ
て
も
異

議
を
申
し
立
て
な
い
。

２
丙
は
、
償
還
期
日
、
据
置
期
限
又
は
償
還
期
限
の
変
更
に
つ
き
、
甲
乙
間
に
お
い
て
い
か
に
取
り
計
ら

わ
れ
て
も
異
義
を
申
し
立
て
な
い
。

（
合
意
管
轄
）

第
９
条

乙
、
丙
及
び
甲
は
、
こ
の
契
約
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
き
、
奈
良
県
庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
裁
判

所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。

債
務
者

住
所

氏
名

印
（
連
帯
債
務
者
）

住
所

氏
名

印
（
連
帯
保
証
人
）

住
所

氏
名

印

年
月

日
付
け
（
貸
付
決
定
番
号
：

）
で
貸
付
決
定
を
受
け
た
農
業
改
良

。
資
金
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
支
払
猶
予
を
申
請
し
ま
す

記

年
月

日
償
還
予
定
の
償
還
金
額

円
・・

変
更
理
由

（
添
付
書
類
）
被
災
等
を
証
明
す
る
書
類

支
払
猶
予
後
の
借
受
残
高
の
償
還
方
法

償
還
計
画

（
変
更
前
）

（
変
更
後
）

償
還
内
容

償
還
内
容

回
償
還
期
日

償
還
金
額

残
高

回
償
還
期
日

償
還
金
額

残
高

１
年

月
日

円
円

１
年

月
日

円
円

２
２

３
３

４
４

５
５

６
６

７
７

８
８

９
９

10
10

11
11

12
12

年
月

日

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

奈
良
県
知
事

殿

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報
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式
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第
５
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

年
月

日

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書

農
業
改
良
資
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書

様

奈
良
県
知
事

印

。
年

月
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
支
払
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
す

貸
付
決
定
日

貸
付
決
定
番
号

年
月

日
償
還
予
定
の
償
還
金
額

円
・・

連
絡
事
項

償
還
計
画

（
変
更
前
）

（
変
更
後
）

償
還
内
容

償
還
内
容

回
償
還
期
日

償
還
金
額

残
高

回
償
還
期
日

償
還
金
額

残
高

１
年

月
日

円
円

１
年

月
日

円
円

２
２

３
３

４
４

５
５

６
６

７
７

８
８

９
９

10
10

11
11

12
12

第
六
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
奈
良
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

書
類
と
み
な
す
。

奈
良
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
二
十
九
号

奈
良
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

奈
良
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
二
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
奈
良
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
則
に
よ
り
貸
し
付
け
た
畜
産
振
興
資

金
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
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告

示

奈
良
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
和

土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

石
田

勝
巳

生
駒
郡
平
群
町
福
貴
畑
九
二

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
花

内
土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

堀
内

善
也

北

城
郡
新
庄
町
北
花
内
四
六

奈
良
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
協
議
に
係

る
土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月

二
十
四
日
ま
で
に
奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ラ
イ
フ
大
淀
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

吉
野
郡
大
淀
町
大
字
土
田
二
九
六
番
地
ほ
か

二

変
更
の
あ
っ
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
柏
谷
晃

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
柏
谷
晃
、
株
式
会
社
タ
カ
ラ
ブ
ネ
、
株
式

会
社

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三

届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
七
日

四

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

五

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
ま
で

六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
い
ま
す
。
）
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

申

請

者

事

業

計

画

縦

覧

期

間

及

び

場

所

上
牧
町
長

杉
田

重
雄

県
単
独
土
地
改
良
事
業

五
軒
屋
地
区

平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
一
日
ま
で

上
牧
町
役
場

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
い
ま
す
。
）
第
六
条



見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月

二
十
四
日
ま
で
に
奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ラ
イ
フ
大
淀
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

吉
野
郡
大
淀
町
大
字
土
田
二
九
六
番
地
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

小
売
業
者
名

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
ほ
か
三

（
変
更
前
）
午
後
八
時
（
た
だ
し
、
年
百
二
十
日
午
後
九
時
）

（
変
更
後
）
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
八
時
十
分
（
た
だ
し
、
年
百
二
十
日
午
後
九
時
十
分
）

ま
で

（
変
更
後
）
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
九
時
十
分
ま
で

三

届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
七
日

四

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

五

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
ま
で

六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
第
六
八

六
四
号

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日
第
六
八

六
四

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
第
五
七
二
一
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
第
三
六
九
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
五
条
野
町
三
八
三
番
地
ノ
一
、
三
八
五
番
地
ノ
一
の
一
部
、
三
八
六
番
地
ノ
一
の
一
部
、

三
八
六
番
地
ノ
二
の
一
部
、
三
八
九
番
地
ノ
一
の
一
部
、
三
九

番
地
の
一
部
、
三
九
一
番
地
、
四

四
番
地
の
一
部
、
四

五
番
地
の
一
部
、
四

六
番
地
及
び
一
八

九
番
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
久
米
町
六
六
一
番
地

大
和
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森
繁
義

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

橿
原
市
五
条
野
町
三
八
五
番
地
ノ
一
、
三
八
六
番
地
ノ
一
、
三
八
六
番
地
ノ
二
、
三
八
九

番
地
ノ
一
、
三
九

番
地
、
三
九
一
番
地
、
四

四
番
地
、
四

五
番
地
の
各
一
部
及
び
一
八

九

番
地下

水
道

橿
原
市
五
条
野
町
三
八
五
番
地
ノ
一
、
三
八
六
番
地
ノ
二
、
三
八
九
番
地
ノ
一
、
三
九

番
地
、
三
九
一
番
地
、
四

四
番
地
、
四

五
番
地
及
び
一
八

九
番
地
の
各
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
九
月
十
九
日
第
七

八
五
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
第
五
七
二
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

北

城
郡
河
合
町
広
瀬
台
三
丁
目
五
番
地
ノ
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
新
庄
町
大
字
忍
海
四
六
七
番
地
ノ
五

森
川
啓
二

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日
第
七

三
三
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
第
五
七
二
三
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
第
三
六
九
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

御
所
市
大
字
元
町
三
七
五
番
地
ノ
四
及
び
三
七
六
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

御
所
市
一
番
地
ノ
三

御
所
市
長

前
川
正

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

御
所
市
大
字
元
町
三
七
五
番
地
ノ
四
及
び
三
七
六
番
地
ノ
一
の
一
部

下
水
道

御
所
市
大
字
元
町
三
七
六
番
地
ノ
一
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
七
月
二
日
第
七

二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
五
七
二
四
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
三
六
九
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
鍵
六
一
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
阪
手
一
八
六
番
地
ノ
五

支
希
住
宅
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
井
克
己

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
鍵
六
一
番
地
ノ
一
の
一
部

下
水
道

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
鍵
六
一
番
地
ノ
一
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
第
七

三
二
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
五
七
二
五
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
三
七

号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
市
壱
分
町
八
一
番
地
ノ
九
、
八
一
番
地
ノ
一

及
び
八
一
番
地
ノ
一
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

生
駒
市
壱
分
町
九

二
番
地

東
本
武

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

生
駒
市
壱
分
町
八
一
番
地
ノ
九
及
び
八
一
番
地
ノ
一

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日
第
七

二
二
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
五
七
二
六
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
十
五
日
第
三
七

一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

香
芝
市
鎌
田
二

五
番
地
ノ
三
、
二

五
番
地
ノ
四
及
び
二

五
番
地
ノ
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
四
丁
目
一
番
一
三
号
ク
リ
ス
テ
ィ
ホ
ー
ム
ズ

大
倉
靖
彦

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

香
芝
市
鎌
田
二

五
番
地
ノ
四

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

平
成
十
四
年
七
月
四
日
高
土
第
一
四

八
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
十
月
四
日
高
土
第
五
六

号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

北

城
郡
当
麻
町
大
字
木
戸
八
八
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
当
麻
町
大
字
木
戸
一
九
八
番
地
ノ
二

野
志
博


